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障害をもって生きてきた経験を元に

1960年大阪市生まれ、１歳で脳性マヒとの診断。

親の会が実施していた訓練事業に通う。その後、養
護学校、施設を経て、中学から地域の学校へ。

大阪市立大学に入学後、障害者運動に参加。駅の
エレベーター設置や、福祉のまちづくり、自立生活
支援に取り組む。

2004年からＤＰＩ日本会議事務局長。障害者政策委
員、内閣府・政策企画調査官を歴任。

現在DPI副議長、内閣府障害者施策アドバイザー



2013/11/28 参議院委員会で意見陳述



障害者権利条約採択－ついに批准！

• 2006年12月13日、第61回
国連総会で、「障害者の権
利条約」ならびに「選択議
定書」を満場一致で採択！

• 2009年～の障害者制度改
革により改正基本法・総合
支援法・差別解消法の制定
を経て、2014年1月20日
日本も批准国入り（141番
目）2/19発効

障害当事者の大規模かつ実質的な参加
Nothing about us,without us!





地域の学校入学を巡って－合理的配慮

地域の中学校へ転校する時に支えとなった一部の
施設職員、養護学校の教師

すったもんだの入学－親、養護学校の担任とともに
２回話し合い

「普通学校に入った限りは、『特別扱い』はしない」

「設備、先生の援助、子供たちの手を借りない」との
念書を条件に入学

もし、当時、障害者差別解消法があったら…
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障害者権利条約

2002年７月から国連総会での議論がスタートし、2006年12月13日、
第61回国連総会で採択されました。25の項目と50箇条の条文からなってい
るこの条約は、「障害のない市民との平等の実現によって、差別や偏見をな
くす」ことを目的としています。
この中で「障害の社会モデル」の考え方として、障害の考え方を心身機能

の障害（例えば、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、知的障害、発達障害、
内部障害など）だけでなく、障害を取り巻く環境（バリア）との関係で、障
害が重くも軽くもなるということが示されています。

ポイント
１ 「障害の社会モデル」の考え方を示す
２ 合理的配慮の否定も障害者差別に当たるこ
とを示す



8

障害者の権利条約 採択まで ①

2001年 国連総会でビンセント・フォックスメキシコ大統領（当時）
から条約提案

2002年 第１回 障害者の権利条約特別委員会

2003年～2006年

第2回～第8回特別委員会を年２回程度開催

2004年 作業部会

⇒ＮＧＯから多数参加

⇒日本政府代表団顧問に当事者の東弁護士

2006年 12月13日 国連総会で採択



9

障害者の権利条約 採択まで ②
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障害者の権利条約 採択まで ③
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障害者の権利条約 採択まで ④

日本政府代表団席の東俊裕弁護士と外務省の鈴木政府団長
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障害者の権利条約 採択まで ⑤
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障害者の権利条約 採択まで ⑥

06年8月25日 第8回特別委員会での採択
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障害者権利条約（全50条）の構造

前文－障害の概念や人権の相互不可分性

総則（第１条～９条）
目的や定義、一般原則・一般義務等に加えて、
女性、子ども、アクセシビリティ等

個別規定（第10～30条）
労働、教育、自立生活や移動、法の前の平等

実施規定（第３１条～40条）
重要な国際・国内モニタリングと当事者参画

最終条項（第41条～50条）



障害者の権利条約の意義

パラダイム・シフト（大きな枠組みの転換）

「保護の客体（慈善と治療の対象）から権利の主体へ」

「障害の医学モデルから社会モデルへ」

実質的な機会の均等（平等）
・ 「他のものとの平等を基礎として」障害者に新たな権利を作ったのではない

・ 「合理的配慮」＝新たな概念

「地域での自立した生活」＝新しい概念

障害当事者の幅広い参画

「８０％が障害者団体の意見を反映したもの」（ドン・マッケ
イ議長）
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条約が提起している新しい概念

自由権・社会権の二分論から「包括モデル」へ

差別禁止と「合理的配慮」
「合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態
の差別」（第２条）

「障害の概念」
「種々の障壁との相互作用により、他の者との平
等を基礎とした社会への完全かつ効果的な参加
を妨げることのある…障害を含む」（第1条）

「言語」には、音声言語、手話及び他の形態の非
音声言語を含む（第２条）
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第1条（目的）

「種々の障壁との相互作用により、他の者との
平等を基礎とした社会への完全かつ効果的
な参加を妨げることのある…障害を含む」

条約の目的と障害の概念
「医学モデルから社会モデルへ」

⇒ 「個人的なもので克服すべきもの」から「社会の
環境と個人との関係で生じるもの」



障害・障害者の概念 ①

・第1条 前文（e）項に概念規定

・あらゆる障害

・「障害の社会モデル」の採用＝機能障害と環境との相互作用によって社
会参加が妨げられる者を含む

医学モデル 社会モデル

社会参加に不
利になる原因

個人の機能障害
能力障害

社会の側の障壁による排除

障害への評価
あってはならないもの
克服すべきもの

多様の個人の属性の一つ

障害への対策 根絶、予防、保護
差別禁止

社会的インクルージョン

障害問題とは 福祉問題 人権問題

対象範囲 狭い 広い



障害・障害者の概念 ②

障害者基本法・障害者差別解消法：社会モデルを採用
身体障害者福祉法等の福祉法：手帳制度と障害認定の問題
障害者総合支援法：手帳要件に障害程度区分の問題

●OECD加盟国の中で、非常に少ない障害者の総人口における比率

→ 約7．4％（障害者白書）

→ アメリカ・カナダ約10～20％、スウェーデン約20％

●狭間の障害者：非常に厳格な医学モデル的な発想に基く障害定

→ 福祉サービスが全くうけられない軽度知的障害者や軽度難聴

者、難病、高次脳機能障害



障害に基づく差別の禁止

（１）実態としての差別の存在(千葉県の「差別に当たると思
われる事例」 の８００事例、内閣府の調査等)

（２）効果的な救済方法の不在（司法判断、人権保護体制）

・2条：障害に基く差別の定義：
合理的配慮の不提供を含むあらゆる形態の差別の禁止

・4条：締約国の一般的義務
・5条：無差別平等

・障害者基本法の抜本改正

・障害者差別禁止条例の広がり

・障害者差別解消法の制定・施行



合理的配慮とは

■障害者が、障害のない人と同じように現在認められてい
る権利や基本的自由をきちんと保障されて、それを行使する
ためのもの

■ある特定の場合に必要とされる適切な変更や調整

■そうした変更や調整にあまりに大きすぎる負担のかからな
いもの

• 国際人権条約上では実質的な機会の均等（平等）を確保す
るための新しい概念。

• 合理的配慮に関して「行政機関は義務・事業者は努力義務」
→現在、障害者政策委員会で３年後見直しの議論

2条： 障害者が障害のない人と平等にすべての権利を享有し
行使するため、特定の場合に必要とされるものであって
適切な変更及び調整で不釣合いな負担がともなわないもの



22

国際的な自立生活運動と第19条

第19条 自立した生活及び地域社会への包容

－国際的な障害者運動が提起した概念を導入

全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって
地域社会で生活する平等の権利を有することを認め
るものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並
びに地域社会に完全に包容され、及び参加すること
を容易にするための効果的かつ適当な措置をとる
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脱施設化、地域生活支援

第19条－(a)障害者が、他の者との平等を基礎とし
て、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選
択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生
活する義務を負わないこと
→脱施設化条項

(b)地域社会における生活及び地域社会への包容を
支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止
するために必要な在宅サービス、居住サービスその
他の地域社会支援サービス（パーソナルアシスタン
ス）を障害者が利用する機会を有すること
→地域生活支援条項



地域で自立した生活をする権利（第19条）
ー意義ー

• 「パラダイム･シフトの基礎となる条項」

（ドン･マッケイ議長）

• 自立生活・地域移行・脱施設条項
• 自立生活運動の「自立」の概念が国際人権条約
の「新しい概念」

• １９条の「自立」（independently）＝自己決定

（１人でなんでもすることではなく、必要であれば支
援をうけながら自分で決めること。支援を受けなが
らの自立）



教育ーインクルーシブ教育

条約における教育の概要（２４条）

① 原則インクルーシブ教育：

他の人と平等に教育制度から排除されず、生活する地域でインクルー
シブで質の高い教育を受ける権利（2項（a）（b））

② 合理的配慮と必要な支援（2項（ｃ））

③ 「full inclusionという目的に即した」個別化された支援措置（2項（e））

④ 聴覚や視覚などの感覚に障害のある人の教育

－手話の言語性（第2条）とろう者のアイデンティティの確保

（１）障害に基く原則分離別学体制（学校教育法、同施行令）

（２）普通学校（学級）と特別支援学校（学級）に通う障害児への配慮の格差

・学校教育法施行令５条の改正=条約批准の条件の一つ

・言語としての手話をベースとしたろう学校の再編

・合理的配慮義務履行のための法制度の整備



インクルージョン（包摂？包
容？）インテグレーション（統合）

LES AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap: un défi,une nécessité (2014, p24)の図を基に一木玲子作成（2015，

9，20）

エクスクルージョン（排除） セグレゲーション（隔離・分離）

インクルージョン



障害と社会モデル

「障害」 とは

２



「障害」はどこにあるのか

○突然ですが、

「障害」とは、どこにあるでしょうか？

（車いすの方）

３



「障害」はどこにあるのか

○階段しかないので、２階には上がれない

➩「障害」がある

階段

４



「障害」はどこにあるのか

○エレベーターがあれば、２階に上がれる

➩「障害」がなくなった！

５



「障害」はどこにあるのか

○車いすの方は、何も変わっていない

○変わったのは、あくまでも周囲の環境

➩「障害」とは、障害者本人の機能障害を
指すのではなく、社会の様々な障壁に
よって生じるもの

➩これが、障害者権利条約が採用
している世界の潮流の考え方
（いわゆる「社会モデル」）

６



障害者差別解消法のねらい

○障害者の社会参加を制約する元凶である
こうした「障害」を取り除くことが重要

○障害者差別解消法は、「障害」を解消する
具体的な取組を定め、国民一人ひとりが
自発的に取り組むことを促している

○ひいては、障害への理解が深まり、障害者
との建設的対話や相互理解が促進され、
取組の裾野が広がることが期待されている

７



「障害」は誰にでもある

○世界の潮流（社会モデル）を前提にすると、
誰にでも「障害」があることになる

８



「障害」は誰にでもある

○断崖絶壁では、どんな人も２階に上がれない

➩「障害」があることになる

断崖
絶壁

９



「障害」は誰にでもある

○はしごを持ってきてあげると、２階に上がれる

➩障害者差別解消法でいう「合理的配慮」

断崖
絶壁
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「障害」は誰にでもある

○階段を設置すると、いつでも２階に上がれる

➩障害者差別解消法でいう「環境の整備」

階段

11



障害のない人は配慮されている

○見たことがありますか？

◆幅が狭すぎて、同僚とすれ違えないオフィス

◆天井が低すぎて、頭をぶつけるレストラン

◆階段のない夢のマイホーム（２階建て）

○障害のない人には、既に必要な配慮が行われ
社会的障壁（障害）が解消されている

➩障害のある方への合理的配慮は、決して
「障害者だけの特別な権利」ではない

30



障害の社会モデルと合理的配慮

合理的配慮は権利・機会を平等に享受するために
必要な調整

「健常者」にも配慮はたくさんありますよ。

階段、ドア幅、机の高さ…

「健常者」が２階に上がれない建物はないですね？

建築基準法で「健常者」への配慮義務を規定済

→「配慮の不平等」の解消



差別解消法をさらに理解するために

障害者差別解消法などについて

「合理的配慮、差別的取扱いとは何か
―障害者差別解消法・雇用促進法の
使い方（DPI）

「障害者が街を歩けば
差別に当たる?!」（ＤＰＩ）


